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策定の趣旨 

策定の経緯 

日野市の下水道事業は、多摩平地域の約 132ｈａについて昭和 32 年（1957 年）11 月より事業着

手した後、多摩川右岸南多摩流域下水道、浅川流域下水道、秋川流域下水道の３つの流域関連公共下

水道として、昭和 57 年（1982 年）７月より事業に着手し、市街化区域における「浸水防除」、「公衆衛

生の向上」、「公共用水域の水質保全」に寄与すべく鋭意事業を推進してきました。 

令和 6 年度（2024 年度）末における日野市の下水道処理人口普及率は 96.3%であり、内訳は南

多摩、秋川処理区が 100%、浅川処理区が 94.3%となっています。今後も、浅川処理区における汚

水未整備区域に対して計画的な汚水管渠
き ょ

整備を行っていく必要があります。 

昭和 32 年（1957 年）より事業着手していることから、古くに整備された施設については、老朽化

による施設の更新等も必要になってきています。老朽化対策については、平成 25 年度（2013 年度）

より事業を実施しており、現在は「日野市ストックマネジメント計画」（平成 30 年（2018 年）３月）に基

づき効率的・効果的な老朽化対策を推進しています。今後は、さらに老朽化施設及び老朽化対策事業

量の増加が見込まれています。加えて、近年多発している台風、集中豪雨、大規模地震等の災害への

対策として、浸水対策、地震対策等、幅広い対応が下水道事業に求められているところです。 

日野市の人口ビジョンにおける将来人口の推計では、将来的に日野市の人口も減少に転じる結果となってお

り、今後下水道使用料収入の減少が予想され、下水道事業経営に大きな影響を与えることが予想され

ます。 

日野市では令和２年（2020 年）４月より地方公営企業法の財務規定等を適用することで、健全な

事業経営の実現に向けた取組を推進しています。しかしながら、汚水処理原価が下水道使用料単価を

上回っており、一般会計補助金等の補助的財源に頼らざるを得ない状況が近年続いており、今後下水

道事業の経営改善が大きな課題となっています。 

このような状況を踏まえ、将来にわたり安定した公共下水道事業運営を行うことを目標として、令

和３年度（2021 年度）に策定した中長期の経営計画である「日野市公共下水道事業経営戦略」の中間

評価を行い、見直しました。 

計画期間 

中長期的な視点から経営基盤の強化に取り組むことができるように計画期間を 10 年間（令和８年

度（2026 年度）から令和 17 年度（2035 年度））とします。ただし、将来にわたり安定した公共下水

道事業運営を行うため、収支予測は令和 57 年度（2075 年度）まで行っております。 
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 事業概要 

1-1 事業の現況 

  施設 

令和６年度（2024 年度）末時点での公共下水道施設の整備状況は次のとおりです。 

 

表 1-1 施設及び設備の状況 

事業 施設区分 数量 備考 

公共下水道 管路施設 582.3km  

 
 

 供用開始年度（供用開始後年数） 

日野市の下水道事業は、多摩平地域の約 132ｈａについて昭和 32 年（1957 年）11 月より事業着

手、さらに多摩川右岸南多摩流域下水道、浅川流域下水道、秋川流域下水道の３つの流域関連公共下

水道として、昭和 57 年（１９８２年）７月より事業に着手し、施設建設等を推進してきました。初期に供

用開始した施設は、昭和 33 年度（1958 年度）供用開始で、供用開始から令和７年度（2025 年度）

で 67 年が経過しています。 

 

表 1-2 供用開始年度及び供用開始後年数 

事業 供用開始年度 供用開始後年数 

公共下水道 昭和 33 年度 67 年 

 

 法適・非適の区分 

日野市の公共下水道事業は、令和２年（2020 年）４月１日より地方公営企業法の財務規定等を適

用しています。 

 

 処理区域内人口密度 

日野市の公共下水道の処理区域内人口密度は次に示すとおりです。 

 

表 1-3 処理区域内人口密度 

事業 処理区域面積 処理区域内人口 処理区域内人口密度 

公共下水道 2,263ha 181,735 人 80 人／ha 

※数値は、令和 6 年度末時点のものです。 
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 処理区または地区数・水再生センター数（処理場数）・流域下水道等への接続の有無 

日野市の公共下水道の処理区または地区数・水再生センター数は次に示すとおりです。全て東京都

が運営する流域関連公共下水道で、日野市は南多摩処理区、浅川処理区、秋川処理区の３つの処理区

に接続しています。東京都が運営する流域関連公共下水道の各水再生センターで汚水を処理してお

り、日野市で運営している水再生センターはありません。 

 

表 1-4 処理区または地区数・水再生センター数 

事業 処理区または地区数 水再生センター数 

公共下水道 
３処理区 

流域関連公共下水道（南多摩処理区、浅川処理区、秋川処理区） 
なし 

 

 

 
図 1-1 処理区の概要図 

 

 

 広域化・共同化・最適化実施状況 

現在実施している事業はありません。 

  



   4 

 

  使用料 

 下水道使用料の概要と近隣市との比較 

日野市の下水道使用料は、表 1-5 に示すとおり基本料金（８㎥以下）と汚水量に応じた従量制、さらに

は汚水量の増加に応じて従量使用料を変動させる累進制を採用しています。使用料対象経費は、汚水処理

費の維持管理費全部と資本費一部で、資産維持費は考慮していません。直近の使用料改定は平成 16 年

（2004 年）４月１日に実施しており、改定から令和７年（２０２５年）３月末の時点で 21 年が経過していま

す。 

 

表 1-5 下水道使用料 単価表（税抜き） 

汚水の種別 排出量 使用料 

一般汚水 ８㎥以下の分 基本料金   560 円 

８㎥を超え      20 ㎥以下の分 １㎥につき  110 円 

20 ㎥を超え     30 ㎥以下の分 １㎥につき  140 円 

30 ㎥を超え     50 ㎥以下の分 １㎥につき  170 円 

50 ㎥を超え    100 ㎥以下の分 １㎥につき  200 円 

100 ㎥を超え    200 ㎥以下の分 １㎥につき  230 円 

200 ㎥を超え    500 ㎥以下の分 １㎥につき  270 円 

500 ㎥を超え  1,000 ㎥以下の分 １㎥につき  310 円 

1,000 ㎥を超える分 １㎥につき  345 円 

浴場汚水 ８㎥以下の分 基本料金   130 円 

８㎥を超える分 １㎥につき    13 円 

 

 

日野市の過去３年度分の条例上の使用料1（20 ㎥当たり）、実質的な使用料2（20 ㎥当たり）について、

近隣市（八王子市、町田市、稲城市、多摩市）との比較と合わせて示しています。国（総務省、国土交通省等）

は、安定した下水道事業経営を継続的に行うための使用料基準として 150 円/㎥（3,000 円／20 ㎥）を

挙げていますが、近隣市を含めて日野市は基準に達していない状況です。 

公開されている他都市のデータの最新版が、令和５年度(2023 年度)決算分であるため、ここでの比較

は令和２年度から令和５年度まで（2020 年度から 2023 年度まで）の４か年度としています。 

 

             

 
1 条例上の使用料とは、一般家庭における 20 ㎥当たりの使用料をいう。 
2 実質的な使用料とは、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20 ㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を

含む）をいう。  
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出典：「公営企業年鑑」 

図 1-2 条例上の使用料の推移 

 

 

出典：「公営企業年鑑」 

図 1-3 実質的な使用料の推移 

 

  

国が推奨する 

使用料水準 
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 使用料と経費回収率の関係 

「令和５年度 下水道事業経営指標・下水道使用料の概要 総務省」で公開されている他事業体のデ

ータ等を用いて比較を行い、日野市の下水道使用料と経費回収率の相対的な位置づけを確認しまし

た。比較には、全事業体については、全事業体、日野市と同等規模の事業体の条件である人口密度

75 人/ha から 100 人/ha、経過年数 50 年以上、普及率 90%以上でそれぞれ比較を行い、あわせ

て類似団体、東京都下事業体との比較を行いました。 

比較に関しては、使用料単価と経費回収率のグラフから、日野市がどこの事業に位置するか、比較事

業体の傾向について行いました。 

 

 

 

図 1-4 使用料と経費回収率の関係から見る事業体の経営状況 

事象Ⅰ：使用料水準は国の推奨レベル以上であり、経費回収率が 100%を超えているため、適正な経営が行

われている事業体。 

事象Ⅱ：使用料水準は国の推奨レベル以下であるが、スケールメリットが働き使用料収入が多い、企業債償還

が一段落している、維持管理等に必要な費用をかけていない等の理由で経費回収率が 100%を超え

ている事業体。 

事象Ⅲ：使用料水準は国の推奨レベル以下であり、経費回収率が 100%以下であるため、適正な経営が行わ

れていない事業体、収入不足分は一般会計からの補助金、資本費平準化債等で賄っている。使用料改

定等による経営改善の余地はある。 

事象Ⅳ：使用料水準は国の推奨レベル以上であるが、スケールメリットが働かず使用料収入が依然少ない、企

業債償還のピーク付近で償還に要する金額が大きい、施設数が多く膨大なコストを要する等の理由で

経費回収率が 100%以下である事業体。収入不足分は一般会計からの補助金、資本費平準化債等で

賄っている。使用料水準の引き上げが難しく様々な方面から経営改善を検討する必要がある。 

事象Ⅰ 事象Ⅱ 

事象Ⅲ 
事象Ⅳ 
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① 全事業体との比較 

事象Ⅳに位置する事業体が多くあります。適正な使用料水準にない、使用料水準に見合った経費

回収率にない等の問題を抱えているグループです。日野市は事象Ⅱに位置し、使用料水準は国の推

奨レベル以下、経費回収率が 100%以上のグループに属しています。 

 

図 1-5 使用料と経費回収率の関係（全事業体との比較） 

② 全事業体（人口密度 75人/haから 100人/ha） 

使用料収入に対してスケールメリットを得やすいグループと考えられます。使用料改定等により更

なる経営改善が期待できる事業体が多い状況です。 

 

図 1-6 使用料と経費回収率の関係（全事業体（人口密度 75 人/ha から 100 人/ha）との比較）  

日野市 

日野市 

事象Ⅰ 事象Ⅱ 

事象Ⅲ 事象Ⅳ 

事象Ⅰ 事象Ⅱ 

事象Ⅲ 事象Ⅳ 

121 事業

体 

243 事業

体 

443 事業

体 

435 事業

体 

28 事業体 6 事業体 

29 事業体 3 事業体 
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③ 全事業体（経過年数 50年以上） 

概成及び早いところで企業債の償還が一段落しているところもあるグループと考えられます。過去

の事業進捗度合い（企業債残高等）により経営状況が異なりますが、現状は使用料改定等により更な

る経営改善が期待できる事業体が多い状況です。 

 

図 1-7 使用料と経費回収率の関係（全事業体（経過年数 50 年以上）との比較） 

④ 全事業体（普及率 90%以上） 

普及が進み投資に対する収入が得やすいグループと考えられます。過去の事業進捗度合い（企業債

残高等）により経営状況が異なりますが、現状は使用料改定等により更なる経営改善が期待できる事

業体が多い状況です。 

 
図 1-8 使用料と経費回収率の関係（全事業体（普及率 90%以上）との比較） 

日野市 

日野市 

事象Ⅰ 事象Ⅱ 

事象Ⅲ 事象Ⅳ 

事象Ⅰ 事象Ⅱ 

事象Ⅲ 
事象Ⅳ 

79 事業体 55 事業体 

86 事業体 25 事業体 

56 事業体 57 事業体 

78 事業体 24 事業体 
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⑤ 類似団体 

使用料収入に対してスケールメリットが得やすい、早いところで企業債の償還が一段落している、普

及が進み投資に対する収入が得やすいグループと考えられます。 

 

図 1-9 使用料と経費回収率の関係（類似団体との比較） 

⑥ 東京都下事業体 

事象Ⅱに多くの事業体が位置しています。使用料収入に対してスケールメリットが得やすい、早いと

ころで企業債の償還が一段落している、普及が進み投資に対する収入が得やすいグループと考えられ

ます。 

 

図 1-10 使用料と経費回収率の関係（東京都下事業体との比較） 

日野市 

日野市 

事象Ⅰ 事象Ⅱ 

事象Ⅲ 事象Ⅳ 

事象Ⅰ 事象Ⅱ 

事象Ⅲ 

事象Ⅳ 

39 事業体 2 事業体 

23 事業体 2 事業体 

18 事業体 
0 事業体 

9 事業体 

1 事業体 
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  組織 

 部門別職員数 

部門別職員数は、次に示すとおりです。下水道事業に係る職員としては、損益勘定所属職員が７名、

資本勘定所属職員が４名の合計 11 名です。 

  
図 1-11 部門別職員数 

 

過去 24 年分の職員数の推移を部門別に見ると、施設の単年度整備延長の減少に応じて、段階的

に職員数も減少してきています。 

今後、未普及対策事業の推進、浸水対策・地震対策、老朽化対策、施設の老朽化に伴う維持管理作業

の増加、健全な事業経営に向けた適正な下水道使用料水準の検討等、現状以上の業務量となることか

ら、下水道事業を適正に運営していくために、業務の効率化、組織の見直し、必要な定数管理等を行っ

ていきます。 

 

 

図 1-12 部門別職員数と単年度整備延長3の推移 

 
3 単年度整備延長について、令和 2 年度に公営企業会計を導入した際に資産の把握のため累計の整備延長の精査を行ったことにより、決

算統計では令和 2 年度の数値が大幅に増加しておりますが、実際の単年度の整備延長は１ｋｍとなります。 

損益勘定所属職員 

資本勘定所属職員 

管渠部門 建設部門 

その他部門 



   11 

 

 事業運営組織 

日野市の下水道事業は、環境共生部下水道課で執り行っており、下水道課は経営係、普及係、計画工

事係の３係体制となっています。 

 

図 1-13 組織図 

  



   12 

 

1-2 民間活力の活用等 

 民間活用の状況 

 民間委託 

使用料徴収業務等について東京都水道局へ委託しています。 

 

 指定管理者制度 

日野市では該当ありません。 

 

 ＰＰＰ・ＰＦＩ 

 日野市では該当ありません。 

 

 資産活用の状況 

 エネルギー利用 

日野市では該当ありません。 

 

 土地・施設等利用（未利用土地、施設活用等） 

日野市では該当ありません。 
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1-3 経営比較分析表を活用した現状分析 

  財務分析 

表 1-6 は、令和２年度（2020 年度）から令和６年度（202４年度）までの過去５年間の経常的な

活動の収支を示す収益的収支の推移、表 1-7 は投資及び企業債の発行、及び償還を示した資本的

収支の推移について記したものです。 

 

表 1-6 収益的収支 

（単位：千円） 

 

〇分析結果 

  ・収益的収支から収益的支出を控除した経常損益は５期連続して黒字となっており、また特別利益・

特別損失を加味した当期純利益も５期連続して黒字となっていますが、令和６年度（2024 年度）

の当期純利益は３億 27 百万円と、令和５年度（2023 年度）より 65 百万円減少しています。 

 ・現金支出のない減価償却費を除いた収益的支出合計は 14 億円程度ですが、使用料収入は 20

億 53 百万円であり、現金支出の経費は使用料収入で賄えています。 

 

 

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 2,203,332 2,305,070 2,256,686 2,324,077 2,369,170
(1) 2,035,167 2,097,449 2,072,010 2,041,671 2,053,515
(2) (B) 0 0 0 0 0
(3) 168,165 207,621 184,675 282,407 315,655
２． 1,525,523 1,482,126 1,402,508 1,558,658 1,349,469
(1) 623,948 561,567 500,002 657,181 476,254

623,739 561,357 500,002 616,726 430,573
209 210 0 40,455 45,681

(2) 901,523 915,667 902,456 901,425 873,160
(3) 52 4,892 50 52 55

(C) 3,728,854 3,787,196 3,659,194 3,882,735 3,718,639
１． 3,170,264 3,138,253 3,052,924 3,207,103 3,243,101
(1) 58,016 51,878 59,772 61,809 59,775

44,454 39,418 45,789 46,768 45,725
0 0 0 0 0

13,562 12,460 13,983 15,041 14,050
(2) 1,074,605 1,020,143 948,791 1,094,998 1,154,190

1,068 1,115 1,256 1,140 1,263
76,224 62,295 47,687 62,455 72,882

3,686 3,147 2,743 2,880 6,642
993,628 953,586 897,105 1,028,524 1,073,402

(3) 2,037,643 2,066,233 2,044,361 2,050,296 2,029,136
２． 348,954 296,632 251,257 215,481 196,175
(1) 348,954 294,802 249,893 215,089 188,402
(2) 0 1,830 1,364 392 7,773

(D) 3,519,218 3,434,885 3,304,181 3,422,584 3,439,276
(E) 209,636 352,311 355,012 460,151 279,363
(F) 0 0 0 22,151 48,059
(G) 44,025 0 0 89,762 211
(H) △ 44,025 0 0 △ 67,611 47,848

165,611 352,311 355,012 392,540 327,211
(I) 165,611 517,922 872,934 1,265,474 1,592,685

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他

支 出 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

当年度 純利 益（ 又は 純損 失） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金又 は累 積欠 損金

経 常 損 益 (C)-(D)
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表 1-7 資本的収支 

（単位：千円） 

 

 

〇分析結果 

 ・企業債の発行額及び償還金は、建設改良費の減少に伴い減少しています。 

 ・資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額（E）については、消費税資本的収支調整額、非資

金項目である減価償却費から長期前受金戻入を控除した損益勘定留保資金などによって補填され

ており、各年度で現金が不足することはありませんでした。 

  

年　　　　　度

区　　　　　分

１． 344,500 675,500 333,200 302,900 298,400

0 0 0 0 0

２． 616,741 501,814 446,911 37,095 0

３． 159,929 129,330 115,195 52,924 43,770

４． 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0

６． 17,456 272,334 53,864 39,975 54,934

７． 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0

(A) 1,138,626 1,578,978 949,170 432,894 397,104

(B) 0 0 0 0 0

(C) 1,138,626 1,578,978 949,170 432,894 397,104

１． 620,933 1,047,188 594,076 492,513 443,212

43,503 38,466 40,652 35,493 34,197

２． 1,906,579 1,766,647 1,583,404 1,364,310 1,177,494

３． 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0

５． 8,908 0 0 0 0

(D) 2,536,420 2,813,835 2,177,479 1,856,823 1,620,706

(E) 1,397,794 1,234,857 1,228,309 1,423,929 1,223,602

１． 1,136,120 1,173,117 1,188,175 1,392,398 1,193,438

２． 132,674 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0

４． 128,999 61,741 40,134 31,531 30,164

(F) 1,397,794 1,234,857 1,228,309 1,423,929 1,223,602

0 0 0 0 0

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

(A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計
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  経営比較分析表を活用した現状分析 

総務省では、公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標とその分析で構成される「経営

比較分析表」を公表しています。日野市の公共下水道については令和５年度（2023 年度）の経営比較

分析表で次のとおりとなっています。近隣市の指標及び類似団体平均と合わせて示しています。 

日野市の類似団体とは、人口 10 万人以上で人口密度が１ha あたり 75 人以上の自治体であり、

累計区分「Ab」に属し、団体数は 30 団体あります。 

 

表 1-8 令和 5 年度公共下水道類似団体区分 

 

  

処理区域内人口区分 処理区域内人口密度区分 供用開始後年数別区分 類型 区分 団体数

政令市等 政令市等 21

100人/ha以上 Aa 33

75人/ha以上 Ab 30

30年以上 Ac1 45
30年未満 Ac2 １

50人/ha未満 Ad 60

100人/ha以上 Ba ７
30年以上 Bb1 24
30年未満 Bb2 １
30年以上 Bc1 66
30年未満 Bc2 11
30年以上 Bd1 166
30年未満 Bd2 18

75人/ha以上 Ca ２
30年以上 Cb1 28
15年以上 Cb2 17
15年未満 Cb3 ５
30年以上 Cc1 164
15年以上 Cc2 135
15年未満 Cc3 14
30年以上 Cd1 141
15年以上 Cd2 176
15年未満 Cd3 12

３万未満

50人/ha以上

25人/ha以上

25人/ha未満

10万以上
50人/ha以上

３万以上

75人/ha以上

50人/ha以上

50人/ha未満
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表 1-9 経営比較分析表の指標一覧 

指標 説明 計算式 

経常収支比率

（%） 

経常収支比率は、使用料収入や一

般会計からの繰入金等の総収益

で、維持管理費に企業債支払利息

等を加えた費用をどの程度賄えて

いるかを表す。 
 

企業債残高対 

事業規模比率

（%） 

使用料収入に対する企業債残高の

割合であり、企業債残高の規模を

表す。  

経費回収率（%） 

使用料で回収すべき経費を、どの

程度使用料で賄えているかを表し

た指標であり、使用料水準等を評

価することが可能。 
 

汚水処理原価

（円） 

有収水量１㎥当たりの汚水処理に

要した費用であり、汚水資本費・汚

水維持管理費の両方を含めた汚水

処理に係るコストを表している。 
 

施設利用率（%） 

施設・設備が一日に対応可能な処

理能力に対する、一日平均処理水

量の割合であり、施設の利用状況

や適正規模を判断する指標。 
 

水洗化率（%） 

現在処理区域内人口のうち、実際

に水洗便所を設置して汚水処理し

ている人口の割合を表した指標。  

管きょ改善率

（%） 

法定耐用年数を超えた管渠延長の

割合を表した指標で、管きょの老

朽化度合を示している。  

 

  



   17 

 

表 1-10 経営比較分析表（令和 5 年度） 
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 経常収支比率 

経常収支比率は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、地方債支払利息を含めた総

費用をどの程度賄えているかを表す指標です。当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す

100％以上となっていることが必要です。数値が 100％未満の場合、単年度の収支が赤字であるこ

とを示しているため、経営改善に向けた取組みが必要となります。使用料以外の収入に依存している

場合は、経費回収率と併せて分析し、経営改善を図っていく必要があります。 

日野市の経常収支比率は、過去４年連続で 100%を上回っており、全国平均よりも上回っていま

す。 

 

 

図 1-14 収益的収支比率の推移 

 

 企業債残高対事業規模比率 

企業債残高対事業規模比率は、使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模

を表す指標です。当該指標については、明確な数値基準はないと考えられているため、経年比較や近

隣市等との比較等により日野市の置かれている状況を把握・分析する必要があります。 

当該指標が近隣市等との比較で低い場合であっても、投資規模は適切か、使用料水準は適切か、必

要な更新を先送りしているため企業債残高が少額となっているに過ぎないかといった分析を行い、経

営改善を図っていく必要があると考えられます。 

日野市では、企業債残高が毎年減少しているため、企業債残高対事業規模比率も減少傾向を示して

おり、近年では近隣市等と同等程度の水準となっています。 
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図 1-15 企業債残高対事業規模比率の推移 

 

 経費回収率 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を

評価することが可能です。当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示

す 100％以上であることが必要となり、100％を下回っている場合は汚水処理に係る費用が使用料

以外の収入により賄われていることを意味し、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必

要となります。 

日野市の経費回収率は、過去４年連続して 100％を上回り、毎年増加傾向を示しています。今後

は、一般会計への負担を低減させるために、使用料改定等による経営改善を図っていく必要がありま

す。 

 

 

図 1-16 経費回収率の推移 
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 汚水処理原価 

汚水処理原価は、有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費

の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。当該指標については、明確な数値基準はあ

りませんが、経年比較や近隣市等との比較等により自団体の置かれている状況を把握し、効率的な汚

水処理が実施されているか分析する必要があります。 

日野市の下水道使用料単価水準は、117.8 円/㎥（税抜き）であるため、汚水処理原価は下水道使用

料単価水準であることが望ましいです。令和５年度（2023 年度）で汚水処理原価が 92.7 円/㎥であ

ることから、汚水処理に要した費用を下水道使用料収入で賄えています。 

日野市の下水道事業は、全て流域関連公共下水道であるため、同様の近隣市である稲城市と比較す

ると、稲城市よりも低い水準となっています。同様に全国平均と比較すると、全国平均は約 139 円/

㎥と日野市より高い水準であり、汚水処理に要する費用の削減による経営改善が進んでいます。 

 

 

 

図 1-17 汚水処理原価の推移 
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 水洗化率 

水洗化率は、現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合

を表した指標です。当該指標については、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から

100％となっていることが望ましいとされています。100％未満である場合には、水洗化率向上の取

組みが必要となります。 

日野市の水洗化率は、近隣市と比較して、低い水準にあるため、今後も水洗化率向上の取組みを継

続して実施していきます。 

 

 

 
図 1-18 水洗化率の推移 
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 管渠
きょ

改善率 

管渠改善率は、当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把

握することができます。当該指標については、明確な数値基準はありませんが、仮に数値が２％の場

合、全ての管路を更新するのに 50 年かかる更新ペースとなります。 

日野市の管渠改善率は、近隣市と比較して、高い水準にありますが 0.10％から 0.19%程度で、こ

のペースで毎年管渠の更新を続けていくと、全ての管路を更新するまでに 526 年から 909 年かか

る計算となり非現実的です。今後は、下水道事業の財政状況を考慮しながら、日野市ストックマネジメ

ント計画等により計画的な改築・更新事業を実施していく必要があります。 

 

 

            ※町田市、稲城市については数値が０のためグラフなし 

図 1-19 管渠改善率の推移 
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1-4 地方公営企業年鑑を活用した現状分析 

「地方公営企業年鑑 総務省」で公開されているデータを利用して、日野市の下水道事業の経営成績

を他団体と比較し、改善すべき点を抽出しました。データは、全国平均、類似平均と比較するため令和

５年度（2023 年度）のデータを使用しています。類似団体は、処理区域内人口、処理区域内人口密度

区分、供用開始後年数別区分等で区分されています。 

財務分析用指標は、「事業の効率性」、「経営の効率性」、「財政状態の健全性」、「その他」の項目で示

されており、それぞれの項目において全国平均と類似団体平均との比較評価を行っています。 

『全国平均』、『類似団体平均』と比較して、改善すべき指標は次のとおりです。 

 

表 1-11 財務分析用指標から抽出した改善項目一覧 

項目 指標の説明 

経営の効率性 建設職員当たり建設事業費 
資本勘定職員１人当たりの建設改良費を示す

もので、値が高い方が効率的な運用といえる。 

財政状態の 

健全性 

利子負担率 

企業債未償還残高に対する支払利息の割合

で、値が高くなると、経営を圧迫する要因とな

る。 

流動比率 

短期的な債務返済能力（１年以内の資金流動

性）を表す指標である。一般的には 200％以

上が望ましいとされているが、式の内容から最

低限 100％は必要である。 

その他 

１人・１日当たり平均有収水量 １人当たりの１日平均有収水量。 

繰入金比率（収益的収入分） 

総費用に対する一般会計からの繰入金（雨水

処理費を除く営業外分のみ）を表す値であり、

基準内繰入金以外の基準外繰入金がある場合

は小さい方が望ましい。 

繰入金比率 

（総費用＋地方債償還金）に対する一般会計か

らの繰入金（雨水処理費を除く営業外分＋資

本勘定分）を表す値であり、基準内繰入金以外

の基準外繰入金がある場合は小さい方が望ま

しい。 
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表 1-12 地方公営企業年鑑のデータを活用した指標による評価（1/2） 
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表 1-13 地方公営企業年鑑のデータを活用した指標による評価（2/2） 
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表 1-14 建設職員当たり建設事業費について 

 

  

人
（30）建設職員当たり建設事業費（千円/人）＝建設改良費／資本勘定職員数

◇指標の意味

◇算定結果の概要 ◇全国値・類似団体値の概要

指標値 123204.0 区分 全国値 類似団体値

順位（対全国） 456/780 最大値 2,071,260.0 725,766.0

順位（対類似団体） 46/65 最小値 605.0 35,133.9 変動係数

偏差値（対全国） 45.8 加重平均 189,072.6 175,060.9

偏差値（対類似団体） 46.0 標準偏差 157,011.2 129,063.1

◇度数分布表

建設職員当たり建設事業費（千円/人） 度数（対全国） 度数（対類似団体）

（中央値） 値 累積 値 累積

210,000 以上 206 206 18 18

180,000 以上 210,000 未満 (195000) 62 268 4 22

150,000 以上 180,000 未満 (165000) 92 360 12 34

120,000 以上 150,000 未満 (135000) 106 466 13 47

90,000 以上 120,000 未満 (105000) 109 575 6 53

60,000 以上 90,000 未満 (75000) 111 686 8 61

30,000 以上 60,000 未満 (45000) 74 760 4 65

0 以上 30,000 未満 (15000) 20 780 0 65

0 未満 0 780 0 65

合計 780 65

◇ヒストグラム

◇経年変化

年度 指標値 分子 分母

R01 119,844 599,218 5

R02 157,425 629,700 4

R03 261,797 1,047,188 4

R04 148,519 594,076 4

R05 123,204 492,816 4

資本勘定職員１人あたりの建設改良費を示すもので、値が高い方が効率的な運用といえる。
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表 1-15 利子負担率について 

 

  

カネ
（36）利子負担率（％）＝（支払利息＋企業債取扱諸費）／　（建設改良用企業債・長期借入金+

その他の企業債・長期借入金+再建債+リース債務+一時借入金）×100

◇指標の意味

◇算定結果の概要 ◇全国値・類似団体値の概要

指標値 1.7 区分 全国値 類似団体値

順位（対全国） 857/1005 最大値 6.5 2.5

順位（対類似団体） 60/66 最小値 0.0 0.9 変動係数

偏差値（対全国） 37.1 加重平均 1.2 1.3

偏差値（対類似団体） 35.7 標準偏差 0.4 0.3

◇度数分布表

利子負担率（％） 度数（対全国） 度数（対類似団体）

（中央値） 値 累積 値 累積

1.8 未満 908 908 63 63

1.8 以上 2.0 未満 (1.9) 56 964 1 64

2.0 以上 2.2 未満 (2.1) 25 989 0 64

2.2 以上 2.4 未満 (2.3) 8 997 1 65

2.4 以上 2.6 未満 (2.5) 5 1002 1 66

2.6 以上 2.8 未満 (2.7) 0 1002 0 66

2.8 以上 3.0 未満 (2.9) 0 1002 0 66

3.0 以上 3.2 未満 (3.1) 1 1003 0 66

3.2 以上 2 1005 0 66

合計 1005 66

◇ヒストグラム

◇経年変化

年度 指標値 分子 分母

R01

R02 2.2 348,954 15,872,126

R03 2.0 294,802 14,780,979

R04 1.8 249,893 13,530,776

R05 1.7 215,089 12,469,366

　企業債未償還残高に対する支払利息の割合で、値が高くなると、経営を圧迫する要因となる。
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表 1-16 流動比率について 

 

  

カネ
（40）流動比率（％）＝流動資産／流動負債×100

◇指標の意味

◇算定結果の概要 ◇全国値・類似団体値の概要

指標値 73.9 区分 全国値 類似団体値

順位（対全国） 447/1007 最大値 5,541.8 2,754.0

順位（対類似団体） 47/66 最小値 -29.3 17.6 変動係数

偏差値（対全国） 49.8 加重平均 78.4 110.9

偏差値（対類似団体） 48.9 標準偏差 227.3 340.4

◇度数分布表

流動比率（％） 度数（対全国） 度数（対類似団体）

（中央値） 値 累積 値 累積

160 以上 123 123 21 21

140 以上 160 未満 (150) 28 151 4 25

120 以上 140 未満 (130) 46 197 2 27

100 以上 120 未満 (110) 79 276 9 36

80 以上 100 未満 (90) 130 406 7 43

60 以上 80 未満 (70) 171 577 9 52

40 以上 60 未満 (50) 228 805 12 64

20 以上 40 未満 (30) 171 976 1 65

20 未満 31 1007 1 66

合計 1007 66

◇ヒストグラム

◇経年変化

年度 指標値 分子 分母

R01

R02 15.7 333,075 2,122,775

R03 24.7 566,254 2,292,351

R04 54.8 921,059 1,679,310

R05 73.9 1,198,044 1,620,769

　短期的な債務返済能力（１年以内の資金流動性）を表す指標である。一般的には200％以上が望ましいとされている
が、式の内容から最低限100％は必要である。
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表 1-17 1 人・1 日当たり平均有収水量について 

 

  

モノ
（49）１人・１日当たり平均有収水量（ｌ/人）＝年間有収水量／年間実日数／下水道処理人口

◇指標の意味

◇算定結果の概要 ◇全国値・類似団体値の概要

指標値 262.0 区分 全国値 類似団体値

順位（対全国） 577/1002 最大値 3,081.9 350.8

順位（対類似団体） 51/66 最小値 55.7 234.7 変動係数

偏差値（対全国） 47.8 加重平均 290.9 280.4

偏差値（対類似団体） 42.7 標準偏差 130.7 25.4

◇度数分布表

１人・１日当たり平均有収水量（ｌ/人） 度数（対全国） 度数（対類似団体）

（中央値） 値 累積 値 累積

375 以上 62 62 0 0

350 以上 375 未満 (362.5) 29 91 1 1

325 以上 350 未満 (337.5) 44 135 4 5

300 以上 325 未満 (312.5) 112 247 9 14

275 以上 300 未満 (287.5) 189 436 22 36

250 以上 275 未満 (262.5) 255 691 25 61

225 以上 250 未満 (237.5) 153 844 5 66

200 以上 225 未満 (212.5) 86 930 0 66

200 未満 72 1002 0 66

合計 1002 66

◇ヒストグラム

◇経年変化

年度 指標値 分子 分母

R01 264.1 47,310,544 179,150

R02 274.2 49,257,501 179,641

R03 271.5 48,829,726 179,858

R04 266.0 47,895,334 180,073

R05 262.0 47,315,888 180,599

　１人あたりの１日平均有収水量。
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表 1-18 繰入金比率 収益的収入分 

 

  

カネ
（50）繰入金比率 収益的収入分（％）＝損益勘定繰入金／総費用×100

◇指標の意味

◇算定結果の概要 ◇全国値・類似団体値の概要

指標値 17.6 区分 全国値 類似団体値

順位（対全国） 355/997 最大値 99.9 33.3

順位（対類似団体） 62/65 最小値 0.2 0.4 変動係数

偏差値（対全国） 47.1 加重平均 12.4 5.9

偏差値（対類似団体） 32.7 標準偏差 18.1 6.8

◇度数分布表

繰入金比率（収益的収入分）（％） 度数（対全国） 度数（対類似団体）

（中央値） 値 累積 値 累積

10 未満 198 198 49 49

10 以上 20 未満 (15) 209 407 13 62

20 以上 30 未満 (25) 167 574 1 63

30 以上 40 未満 (35) 180 754 2 65

40 以上 50 未満 (45) 134 888 0 65

50 以上 60 未満 (55) 72 960 0 65

60 以上 70 未満 (65) 20 980 0 65

70 以上 80 未満 (75) 10 990 0 65

80 以上 7 997 0 65

合計 997 65

◇ヒストグラム

◇経年変化

年度 指標値 分子 分母

R01 42.5 664,015 1,562,433

R02 17.5 623,739 3,563,244

R03 16.3 561,357 3,434,885

R04 15.1 500,002 3,304,181

R05 17.6 616,726 3,512,346

　総費用に対する一般会計からの繰入金（雨水処理費を除く営業外分のみ）を表す値であり、基準内繰入金以外の基
準外繰入金がある場合は小さい方が望ましい。
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表 1-19 繰入金比率について 

 

カネ
（52）繰入金比率（％）＝（損益勘定繰入金＋資本勘定繰入金）／（総費用＋企業債償還金）×100

◇指標の意味

◇算定結果の概要 ◇全国値・類似団体値の概要

指標値 14.5 区分 全国値 類似団体値

順位（対全国） 214/1001 最大値 101.6 26.9

順位（対類似団体） 55/66 最小値 0.5 1.1 変動係数

偏差値（対全国） 49.9 加重平均 14.3 9.0

偏差値（対類似団体） 40.8 標準偏差 15.1 6.0

◇度数分布表

繰入金比率（％） 度数（対全国） 度数（対類似団体）

（中央値） 値 累積 値 累積

5 未満 54 54 19 19

5 以上 10 未満 (7.5) 77 131 24 43

10 以上 15 未満 (12.5) 93 224 12 55

15 以上 20 未満 (17.5) 126 350 6 61

20 以上 25 未満 (22.5) 111 461 4 65

25 以上 30 未満 (27.5) 140 601 1 66

30 以上 35 未満 (32.5) 107 708 0 66

35 以上 40 未満 (37.5) 105 813 0 66

40 以上 188 1001 0 66

合計 1001 66

◇ヒストグラム

◇経年変化

年度 指標値 分子 分母

R01 43.0 1,519,109 3,536,326

R02 25.6 1,400,409 5,469,823

R03 22.9 1,192,501 5,201,532

R04 21.7 1,062,108 4,887,585

R05 14.5 706,745 4,876,656

　（総費用＋地方債償還金）に対する一般会計からの繰入金（雨水処理費を除く営業外分＋資本勘定分）を表す値で
あり、基準内繰入金以外の基準外繰入金がある場合は小さい方が望ましい。
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 将来の事業環境 

2-1 処理区域内人口の予測 

処理区域内人口の予測に用いる金額等の実績値については、令和６年度（2024 年度）のものを採

用しています。 

  総人口 

総人口の推計値は、「令和４年度 日野市人口ビジョン」（以下、「人口ビジョン」という。）における将

来人口推計値を採用しています。令和６年度末の人口は、令和７年４月１日の実績値 188,785 人を

採用しました。 

日野市はこれまで、「日野地域未来ビジョン 2030」や各種の個別計画に基づく施策を展開し、少子

高齢化対策につながる取組を行ってきています。今後の高齢化等の問題に効果的に対応し、まち・ひ

と・しごとの創生を実現するためには、中長期的な視点に立ち、こうした取組をより一層推進する必要

があります。「人口ビジョン」では、市の人口の現状の分析や人口減少が地域に与える影響を分析する

とともに、市民の結婚・出産・子育てに関する意識の把握などを行い、日野市の人口に関する課題を整

理しています。また、整理した課題、製造業を中心とした企業の動向や市民のライフスタイルの変化な

どを踏まえ、人口の将来展望を示しています。人口の推計は、令和２年（2020 年）１月１日現在の住民

基本台帳の人口を基準人口として、コホート推計法に基づき市の人口推計値を算定しています。 

将来人口の展望としては、令和７年度（2025 年度）の 188,294 人を境に減少に転じるものの、

令和 52 年度（2070 年度）には 158,637 人となり、「人口ビジョン」によると令和２年度（2020

年度）の約 85.1%まで減少すると見込まれています。令和 17 年度（2035 年度）の 186,718 人に

おける令和 7 年度の 188,294 人は、約 99%であり、１％程度の減少となります。 

 

 

図 2-1 総人口の推計 
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  処理区域内人口 

処理区域内人口は、各年度の予測人口の増加減少率を前年度処理人口に乗じることで推計します。

今後、整備を行う区域については、令和６年度（2024 年度）における処理区域内人口密度である 80

人／ha を整備面積に乗じることにより処理区域内人口増加分を算出しています。公共下水道の処理

区域内人口は、経営戦略期間である令和 17 年（2035 年度）では 181，056 人ですが、その後は緩

やかな減少傾向となります。 

 

図 2-2 処理区域内人口の推計 

  水洗化人口 

水洗化人口の推計値は、令和６年度（2024 年度）末の実績値から公共下水道の水洗化率を計算

（水洗化人口÷処理区域内人口）し、この水洗化率を処理人口推計値に乗じることにより推計します。

水洗化率は、令和６年度（2024 年度）の実績値を各年度にスライドさせて使用し、将来向上すること

は見込んでいません。公共下水道の水洗化人口は、経営戦略期間である令和 17 年（2035 年度）で

は 177,453 人ですが、その後は緩やかな減少傾向となります。 

 

図 2-3 水洗化人口の推計 
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2-2 有収水量 

有収水量の推計値は、令和６年度（2024 年度）における有収水量と水洗化人口の実績値より算定

した有収水量原単位（有収水量原単位（㎥/人）＝有収水量（㎥）÷水洗化人口（人））に将来の水洗化人

口推計値を乗じることで算出しています。公共下水道の有収水量は、経営戦略期間である令和 17 年

度（２０３５年度）では 17,354,903 ㎥ですが、その後は緩やかな減少傾向となります。 

 
図 2-4 有収水量の推計 

 

2-3 使用料収入の見通し 

使用料は、令和６年度（２０２４年度）の使用料単価実績値を用いて推計しています。使用料単価は、

117.8 円/㎥（税抜き）です。下水道使用料収入は、経営戦略期間である令和 17 年度（２０３５年度）で

は 2,044,408 千円ですが、その後は緩やかな減少傾向となります。 

 

図 2-5 使用料収入の推計 
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2-4 施設の見通し 

 汚水処理 

① 汚水整備 

公共下水道整備を鋭意推進しており、令和６年度（2024 年度）末時点で下水道処理人口普及率は

96.3%です。今後整備が必要な区域の面積は 134ha であり、ほとんどが土地区画整理事業区域内

のため、土地区画整理事業と連携し、整備を推進していきます。 

 

 

② 汚水接続 

日野市では、公共下水道への接続率は 98.0%と高い割合を示しています。引き続き、未接続家屋

に対して、接続願い文書の送付により対策を行っていきます。 

 

 

 水循環の保全 

健全な水環境を保全するため、関連部局と連携し、みどりの保全や、家庭や事業所、公共施設に対す

る雨水浸透施設の設置促進をする等、グリーンインフラの考え方に基づき、雨水の地下浸透を図って

いきます。 

なお、当施策は今後改定予定の「日野市みどりの基本計画」に基づいて関連部局と連携し、一体的に

取組むことで、健全な水環境の保全・回復に努めるものです。 

 

 

 浸水対策 

近年の気候変動によって、計画規模を上回る降雨が頻発しています。また、今後、その降雨規模も増

大していくことが予測されています。 

この気候変動を踏まえ、これまでの浸水被害状況に加え、降雨規模の増大に対するリスクを踏まえ、

事業の重点化・効率化を検討していく必要があります。 

そのためには、ハード対策に、ソフト対策、自助・共助を組み合わせることにより、効果的に浸水被害

を最小化し、雨に強いまちづくりを実現する総合的な対策が必要となります。 

今後は、計画規模を上回る降雨に対しても具体の対応方針を検討し、浸水対策の強化を図ります。

例えば、これまでの各種取り組みに加え、管渠
き ょ

内に水位計を設置して、水位上昇（浸水）の兆候をつか

み、市民へ情報発信する等、被害軽減に向けたソフト対策の強化についても検討していきます。 
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 地震対策 

早急に対策が必要な施設の耐震化は完了しています。平成２６年度（2014 年度）に「日野市下水道

事業業務継続計画」（以下、「下水道 BCP」という。）を策定し、その後適宜改定をしております。維持改

善計画として今後も同計画に基づいた訓練と、下水道 BCP の定期的な見直しを行います。また、指

定避難所及び地域における防災拠点の整備として、マンホール型トイレ施設整備等、避難所におけるト

イレの確保、管理について計画を防災部局などの関係機関と連携して策定していきます。 

 

 

 維持管理 

日野市は昭和 33 年（１９５８年）から施設整備を実施しており、古い施設で供用開始から令和７年度

（２０２５年度）で 67 年が経過しています。平成 28 年度（2016 年度）に「下水道ストックマネジメント

支援制度」が創設されたことから、平成 29 年度（2017 年度）に「日野市下水道ストックマネジメント

実施方針」を策定、令和３年度（2021 年度）に改定を行い、現在はこの方針に基づき計画的・効率的

な点検・調査および修繕・改築に努めます。 

 

 

 広域化・共同化検討 

東京都（流域下水道）では、「管渠
き ょ

維持管理検討分科会」において、広域連携の可能性について協議

中です。今後は、上記分科会に合わせて、必要に応じて広域連携の取組を推進していきます。 

 

 

2-5 組織の見通し 

現在の下水道事業職員数は 11 名ですが、今後、施設更新等により現状以上の業務量となることか

ら、職員の確保が重要であり、場合によっては、民間事業者のノウハウを生かした方式も考慮する必要

があります。 



 

37 

 経営の基本方針 

3-1 経営基本方針 

「第２次日野市下水道プラン」に基づき、経済・社会及び地域の実情に応じて、公共下水道施設の整

備及び更新を計画的かつ効果的に行い、公共用水域の水質保全を図ると共に、下水道事業の健全経

営を目指します。 

 

 

 
図 3-1 第２次日野市下水道プランの基本理念 

 

3-2 数値目標 

 経営戦略期間中での数値目標は、次のとおり設定しています。 

 経常収支比率 

  経常収支比率は使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、地方債支払利息を含めた総費

用をどの程度賄えているかを表す指標であることから、経営戦略期間は継続して 100％以上とす

ることを目標とします。 

 

 経費回収率 

   経費回収率は使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標である

ことから、下水道使用料を改定後は 100％以上とすることを目標とします。 

  

【基本理念】 

下水道とともに創り上げる 水が豊かで 安全・安心なまち 日野 
 

【日野市下水道プラン 基本方針】 

Ⅰ. 自然と調和した環境に優しいまちづくり 

Ⅱ. 安全・安心に暮らせるまちづくり 

Ⅲ. 地域の魅力を活かしたまちづくり 

Ⅳ. 健全な下水道経営 
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 流動比率 

   流動比率は短期的な債務に対する支払い能力を表す指標であることから、経営戦略期間は継続

して 100％以上を継続することを目標とします。 

 

 資金期末残高 

   資金期末残高は、公共下水道を急速に普及させるため昭和 63 年度(1988 年度)から平成 12

年度(2000 年度)の間に布設した下水道管の耐用年数が令和 20 年度(2038 年度)以降に迫っ

ているため、その更新費用を各年代が公平に負担するため資金残高を確保しておく必要がありま

す。 

また、経営戦略最終年度である令和１７年度（2035 年度）時点における維持管理費及び企業債

の元利償還金等の現金で支払うべき税込み金額は約 29 億円であり、災害時等で使用料が一時的

に入らない状態でも一定期間は事業が継続できるように、最低限支払わなければならない資金の

確保として資金期末残高を 30 億円以上とすることを目標にします。資金期末残高が 30 億円を超

えた段階で基金条例の制定を検討いたします。 

 

 基準外繰入金 

   基準外繰入金は、本来使用料収入で賄うべき費用の不足分を補てんしている一般会計繰入金で

あることから、使用料収入の増収を図り、基準外については繰入しないことを目標とします。 

 

表 3-1 数値目標 

項目 令和 6年度決算値 目標 達成時期 

経常収支比率（％） 108.1％ 100％以上 経営戦略期間継続 

経費回収率（%） 
112.7％ 

（92.2％）4 
100％以上 使用料改定後継続 

流動比率 101.3％ 100%以上 経営戦略期間継続 

資金期末残高 11 億 65 百万円 30 億円以上 経営戦略最終年度 

基準外繰入金 
なし 

（3 億 92 百万円）5 
なし 経営戦略期間継続 

 
4 （）は今回の経営戦略の見直しと合わせて見直しを行った一般会計からの繰出基準を適用した場合の値となります。 
5 （）は今回の経営戦略の見直しと合わせて見直しを行った一般会計からの繰出基準を適用した場合の値となります。 
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 投資・財政計画 

4-1 投資・財政計画（収支計画） 

ここで示す金額は、指定のない限り、収益的支出は税抜き金額、資本的支出は税込み金額です。 

 

 現状予測に基づく収支改善 

 現状予測によるシミュレーションの設定条件 

将来の事業環境を踏まえて、投資・財政計画を策定するにあたり、地方公営企業法に基づき、以下

の条件にて財政シミュレーションを行いました。 

 

①  使用料収入 

第２章の２－１－３水洗化人口と、２－２有収水量の予測を基に算出しました。なお、使用料単

価は令和６年度（2024 年度）決算における実質単価 117.80 円／㎥にて算出しています。 

 

②  収益的収入他会計負担金 

将来の雨水処理に必要な維持管理費、雨水施設の減価償却費、及び雨水処理施設の工事財

源として発行した企業債の支払利息を計上しています。 

 

③  収益的収入他会計補助金（基準内繰入金） 

将来の分流式下水道における経費や、その他の基準内繰入金を算出して計上しています。 

 

④  収益的収入他会計補助金（基準外繰入金） 

基準外繰入金として、以下の計算式により算出されます。 

基準外繰入金＝日野市の汚水処理原価－（使用料収入＋分流式下水道に要する経費） 

 

⑤  長期前受金戻入 

本章の投資・財政計画における投資の財源予測から算出される長期前受金戻入と、既往投

資分の長期前受金戻入の合計値から算出しています。 

 

⑥  職員給与費 

職員給与費については、令和７年度（2025 年度）当初予算値を基準とし、令和７年度東京都

人事委員会勧告による昇給率に基づき毎年年 3.3％のベースアップを見込んで将来値を算出

しています。 
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⑦  維持管理費①（光熱水費） 

維持管理費のうち動力費、光熱水費については、昨今の電気料金の高騰から令和７年度

（2025 年度）当初予算値を基準とし、毎年２％の物価上昇率を見込んで将来値を算出してい

ます。 

  

⑧  維持管理費②（消費税区分が課税のもの） 

その他の維持管理費のうち、消費税区分が「課税」のものについては、令和２年度（2020 年

度）決算値から令和７年度（2025 年度）当初予算値の平均値を基準値として、毎年２％の物価

上昇率を見込んで将来値を算出しています。 

 

⑨  維持管理費③（消費税区分が非課税・不課税のもの） 

その他の維持管理費のうち、消費税区分が「非課税」、「不課税」のものについては、令和２年

度（2020 年度）決算値から令和７年度（2025 年度）当初予算値の平均値を将来値として算

出しています。 

 

⑩ 減価償却費 

本章の投資・財政計画における投資の予測から算出される減価償却費と、既往投資分の減価

償却費の合計値から算出しています。 

 

⑪ 投資（建設改良費） 

本章の投資の予測に基づき算定しています。単独・補助工事の割合、及び工事ごとの財源は

以下のとおりです。 

 

表 4-1 工事割合 

事業 単独・補助 
工事 

割合 
財源 

汚水管渠
きょ

普及 

促進事業 
単独工事 100％ 企業債、自己財源 

管渠改築事業 

単独工事 

（R９～R12 は単独のみ） 
70％ 企業債、自己財源 

補助工事 30％ 
国庫補助金、都補助金、企業債、 

自己財源 

区画整理事業 単独工事 100％ 企業債、自己財源 

浸水対策事業 

（雨水） 
単独工事 100％ 企業債、自己財源 

流域下水道 

建設負担金 
単独工事 100％ 企業債、自己財源 
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⑫ 企業債 

将来借入れる企業債の企業債償還金及び企業債利息は、次の条件で算定しています。なお、

企業債借入利率は、昨今の長期金利の上昇を鑑み、今後も金利が上昇すると判断されることか

ら年 3.0％で設定しています。 

 

表 4-2 企業債元利償還額の算定条件 

項 目 内 容 

償還方法 元利均等返済 

借入期間 40 年 

据え置き あり。５年据え置き 

利 率 年 3.00％ 

 

 

⑬ 他会計負担金（資本的収入） 

資本的収入における他会計負担金は、基準内繰入金として流域下水道、及び臨時財政特例債

の建設改良費として発行した企業債の償還元金として将来値を算出しています。 

 

  使用料・繰入金の検討 

（１）使用料・繰入金の考え方 

① 独立採算性の原則 

下水道事業は公営企業であり、その経営に必要な費用は原則として、経営に伴う収入で賄うこと

とする「独立採算制の原則」が適用されます。 

 

➁ 経費負担区分 

＜雨水公費、汚水私費の原則＞ 

浸水被害軽減効果は広く市民に及ぶほか、自然現象に起因し、原因者の特定が不可能であるこ

とから、雨水処理費は公費負担が原則となります。一方で、汚水を排出する人（原因者）、下水道を

利用して快適な生活ができるという利益を受けている人（受益者）が特定できる汚水処理費は私

費(下水道使用料)で回収することが原則となります。 

＜費用と繰入金の関係＞ 

下水道事業に係る費用についての財源は、汚水処理費は下水道使用料で賄うことが原則です

が、一部の費用については国から通知される「繰出基準」に従い一般会計で負担しています。 
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（２）財政シミュレーション 

財政シミュレーションを実施し、各ケースの条件において、指標等の推移により最適案を採用しま

す。財政シミュレーションの実施ケースは次に示すとおりです。ただし、いずれのケースも一般会計から

の繰入金を繰出基準内、かつ類似団体平均の汚水に係る事業費全体の 9.0％程度とします。 

 

・ケース０ ： 使用料を改定しない。 

 

・ケース 1 ： 市民の混乱を招かないように経営戦略期間中の使用料改定は一度のみとし、経費回

収率が 100％超となるように、令和９年度（2027 年度）に使用料改定を行い、経営戦

略期間中は当期純利益が黒字となるようにする。 

 

・ケース 2 ： 「日野市手数料、使用料等の設定に関するガイドライン」より、市の下水道使用料のボリ

ュームゾーンである 2,000 円以上 10,000 円未満（月額）の改定増減額は現行額の

1.3 倍までに抑えつつ経費回収率が 100％超となるように、令和９年度（2027 年度）

と令和 13 年度（2031 年度）に段階的に使用料改定を行い、当期純利益が黒字となる

ようにする。 

 

 ケース０ ： 使用料改定しない 

 

 ・令和８年度（2026 年度）以降、当期純損失が発生します。経費回収率も 100％を下回り、汚水処

理費を下水道使用料で賄えていません。赤字解消のための改善策（使用料改定等）が必要です。 

 

図 4-1 当期純利益の推移（ケース０） 
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 ケース１ ： 市民の混乱を招かないように経営戦略期間中の使用料改定は一度のみとし、経費

回収率が 100％超となるように、令和９年度（2027年度）に使用料改定を行い、経営戦略期

間中は当期純利益が黒字となるようにする。 

 

 ・令和９年度（2027 年度）以降黒字を確保するように使用料改定を行うため、当期純利益は令和

17 年度（２０３５年度）まで黒字となります。 

 ・補填財源残高、資金期末残高とも不足することはありません。 

 ・資金期末残高が目標値である 30 億円を超える場合は、差額を資産維持費として基金への積立

てを検討します。 

 

 

図 4-2 当期純利益の推移（ケース１） 

 

 

図 4-3 一般会計繰入金の推移（ケース１） 
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図 4-4 補填財源残高の推移（ケース１） 

 

 

    ※基金への積立分を除く  

図 4-5 資金期末残高の推移（ケース１） 

 

 ケース２ ： 「日野市手数料、使用料等の設定に関するガイドライン」より、市の下水道使用料の

ボリュームゾーンである 2,000円以上 10,000円未満（月額）の改定増減額は現行額の 1.3

倍までに抑えつつ経費回収率が 100％超となるように、令和９年度（2027年度）と令和 13

年度（2031年度）に段階的に使用料改定を行い、当期純利益が黒字となるようにする。 

 

 ・令和９年度（2027 年度）と令和 13 年度（2031 年度）に経営戦略期間最終年度まで黒字とな

るように使用料改定を行うため、当期純利益は令和 17 年度（2035 年度）まで黒字となります。 

 ・補填財源残高、資金期末残高とも不足することはありません。 
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 ・資金期末残高が目標値である 30 億円を超える場合は、差額を資産維持費として基金への積立

てを検討します。 

 

図 4-6 当期純利益（ケース２） 

 

 

 

図 4-7 一般会計繰入金の推移（ケース２） 
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図 4-8 補填財源残高の推移（ケース２） 

 

 

 ※基金への積立分を除く   

図 4-9 期末資金残高の推移（ケース２） 
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各ケースの評価は以下のとおりです。 

 

 ケース０ ： 使用料を引き上げしないため、赤字が継続し、資金も足りなくなり経営が成り立ちませ

ん。 

ケース１ ： 令和９年度（2027 年度）に平均 38.37％の使用料を増額改定することで、経営戦略期

間中である 10 年間は安定的な経営をすることができます。 

ケース２ ： 令和９年度（2027 年度）に平均 25.64％の使用料を増額改定し、令和１３年度にも増

額改定することで、経営戦略期間中経費回収率は 100％を下回ることはありません。 

 

 ケース２はケース１と比較すると使用料改定の激変緩和措置をとることができ、市民生活への影響を

小さくすることができます。よって、経営戦略ではケース２を採用しています。 

 

 

表 4-3 各ケースの評価 

 

  

令和11年度 令和17年度 令和11年度 令和17年度 令和11年度 令和17年度

▲4億87百万円 ▲8億29百万円 73百万円 7百万円 38百万円 2百万円

６億76百万円 ７億89百万円 ４億50百万円 ７億89百万円 ６億76百万円 ７億85百万円

80.0% 80.1% 101.7% 101.8% 100.5% 101.8%

6億28百万円 2億63百万円 23億69百万円 30億円 22億5百万円 30億円

＜参考＞

使用料単価

汚水処理原価 147.3円 147.2円 160.3円 160.2円 147.3円 160.2円

117.8円 117.8円 163.0円 １６３.０円 148.0円 163.0円

総合評価

× 〇△

赤字が継続し、経営が成り立たない すべての条件が満たされる令和 ９ 年度の使用料改定率が高い

基準内繰入金
目標：7億89百万円

以内 〇（目標達成） 〇（目標達成）〇（目標達成）

経費回収率
目標：100％以上 ×（目標未達） 〇（目標達成）〇（目標達成）

資金期末残高
目標：25億円以上 ×（目標未達） 〇（目標達成）〇（目標達成）

項　目
ケース０（使用料改定なし） ケース2（R9年度とR13年度に使用料改定）ケース1（R9年度のみ使用料改定）

×（目標未達） 〇（目標達成）〇（目標達成）

当期純利益
目標：経常収支比率
100％以上（黒字）
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 収益的収支 

 経営戦略における設定ケースは、ケース２を採用しています。 

 

 

 

 

  

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 2,354,233 2,332,613 2,851,432 2,872,613
(1) 2,041,671 2,053,515 2,574,822 2,575,662
(2) (B) 0 0 0 0
(3) 312,562 279,098 276,610 296,951
２． 1,300,818 1,338,480 1,132,041 1,113,185
(1) 436,200 473,324 263,766 244,688

383,775 414,574 241,209 221,357
52,425 58,750 22,557 23,331

(2) 864,617 865,155 867,553 867,775
(3) 1 1 722 722

(C) 3,655,051 3,671,093 3,983,473 3,985,798
１． 3,450,457 3,867,259 3,752,363 3,733,744
(1) 66,111 73,782 76,217 78,732

49,903 54,784 56,592 58,459
0 0 0 0

16,208 18,998 19,625 20,273
(2) 1,357,221 1,746,188 1,610,279 1,562,626

1,919 1,919 1,957 1,997
87,116 198,227 88,432 90,201
2,880 5,607 4,020 4,100

1,265,305 1,540,434 1,515,870 1,466,328
(3) 2,027,125 2,047,289 2,065,867 2,092,387
２． 173,441 178,258 194,066 214,381
(1) 173,431 178,248 190,748 210,928
(2) 10 10 3,318 3,453

(D) 3,623,898 4,045,517 3,946,429 3,948,125
(E) 31,153 △ 374,423 37,044 37,672
(F) 910 909 0 0
(G) 1,000 1,000 0 0
(H) △ 90 △ 91 0 0

31,063 △ 374,514 37,044 37,672
(I) 1,623,748 1,249,234 1,286,278 1,323,950

当年度 純利 益（ 又は 純損 失） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金又 は累 積欠 損金

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他

支 出 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益

令和8年度
（予算）

令和9年度 令和10年度
令和7年度

（予算）
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（単位：千円） 

 

  

2,884,481 2,937,505 3,158,561 3,147,406 3,139,563 3,125,991 3,161,205
2,576,501 2,577,370 2,836,629 2,834,684 2,832,723 2,830,778 2,828,849

0 0 0 0 0 0 0
307,980 360,135 321,932 312,722 306,840 295,213 332,356

1,212,895 1,249,263 1,229,912 1,265,166 1,294,280 1,296,503 1,256,063
343,754 380,148 360,991 399,105 432,932 444,336 408,109
319,637 355,211 360,991 399,105 432,932 444,336 408,109

24,117 24,937 0 0 0 0 0
868,419 868,393 868,199 865,339 860,626 851,445 847,232

722 722 722 722 722 722 722
4,097,376 4,186,768 4,388,473 4,412,572 4,433,843 4,422,494 4,417,268
3,824,626 3,890,344 4,063,686 4,082,485 4,101,308 4,107,904 4,119,253

81,330 84,014 86,786 89,650 92,609 95,665 98,822
60,389 62,381 64,440 66,566 68,763 71,032 73,376

0 0 0 0 0 0 0
20,942 21,633 22,346 23,084 23,846 24,633 25,445

1,628,025 1,668,579 1,823,206 1,835,684 1,848,420 1,862,245 1,874,467
2,036 2,077 2,119 2,161 2,204 2,248 2,293

92,005 93,845 95,722 97,636 99,589 101,581 103,612
4,182 4,266 4,351 4,438 4,527 4,618 4,710

1,529,802 1,568,391 1,721,014 1,731,448 1,742,100 1,753,799 1,763,852
2,115,270 2,137,751 2,153,694 2,157,151 2,160,279 2,149,993 2,145,964

234,494 257,666 273,724 279,018 284,347 289,928 295,903
230,851 253,716 272,186 277,487 282,813 288,431 294,288

3,644 3,950 1,538 1,531 1,534 1,497 1,615
4,059,120 4,148,010 4,337,410 4,361,503 4,385,654 4,397,832 4,415,156

38,256 38,759 51,063 51,069 48,189 24,662 2,113
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

38,256 38,759 51,063 51,069 48,189 24,662 2,113
1,362,206 1,400,964 1,452,028 1,503,097 1,551,286 1,575,948 1,578,060

令和17年度令和14年度 令和15年度 令和16年度令和11年度 令和12年度 令和13年度
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 資本的収支 

 

 

 

【参考】基準内繰入金総額の上限は、789,471 千円としています。 

 

 

年　　　　　度

区　　　　　分

１． 864,400 977,500 1,118,000 1,066,300

0 0 0 0

２． 0 0 0 0

３． 42,960 44,918 46,440 48,737

４． 0 0 0 0

５． 0 0 0 0

６． 77,475 123,600 0 0

７． 0 0 0 0

８． 0 0 0 0

９． 0 0 0 0

(A) 984,835 1,146,018 1,164,440 1,115,037

(B) 0 0 0 0

(C) 984,835 1,146,018 1,164,440 1,115,037

１． 1,158,357 1,233,273 1,580,303 1,267,751

37,681 42,293 43,689 45,130

２． 1,028,182 979,749 821,877 740,939

３． 0 0 0 0

４． 0 0 0 0

５． 0 0 0 0

(D) 2,186,539 2,213,022 2,402,180 2,008,690

(E) 1,201,704 1,067,004 1,237,740 893,653

１． 1,110,773 974,053 1,102,270 786,936

２． 0 0 0 0

３． 0 0 0 0

４． 90,931 92,951 135,470 106,717

(F) 1,201,704 1,067,004 1,237,740 893,653

0 0 0 0

(G) 0 0 0 0

(H) 11,426,489 11,424,240 11,720,363 12,045,724

1,249,722 1,084,585 1,217,822 1,693,551

○他会計繰入金

年　　　　　度

区　　　　　分

695,430 693,472 517,156 517,645

695,430 693,472 517,156 517,645

0 0 0 0

42,960 44,918 46,440 48,730

42,960 44,918 46,440 48,730

0 0 0 0

738,390 738,390 563,596 566,375

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和7年度

合       計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

収 益 的 収 支 分

令和9年度 令和10年度令和8年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

現 金 預 金 残 高

(A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

令和8年度
（予算）

令和9年度 令和10年度
令和7年度

（予算）
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（単位：千円）

1,137,100 962,500 524,200 534,100 544,200 554,700 565,200

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

49,269 49,902 49,320 47,623 45,996 46,167 45,199

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 42,958 35,055 35,764 36,479 37,201 37,949

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,186,369 1,055,360 608,575 617,487 626,675 638,068 648,348

0 0 0 0 0 0 0

1,186,369 1,055,360 608,575 617,487 626,675 638,068 648,348

1,369,973 1,227,597 1,177,047 1,198,344 1,220,088 1,242,289 1,264,957

46,620 48,158 49,747 51,389 53,085 54,837 56,646

706,657 650,803 608,471 614,116 571,214 556,479 455,044

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2,076,630 1,878,400 1,785,518 1,812,459 1,791,302 1,798,768 1,720,000

890,261 823,040 1,176,943 1,194,972 1,164,627 1,160,700 1,071,652

774,435 724,260 1,082,132 1,098,284 1,066,034 1,060,329 1,071,652

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

115,826 98,780 94,811 96,688 98,593 100,371 0

890,261 823,040 1,176,943 1,194,972 1,164,627 1,160,700 1,071,652

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12,476,167 12,787,865 12,703,593 12,623,578 12,596,564 12,594,785 12,704,941

2,204,616 2,788,878 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

（単位：千円）

626,954 714,683 682,260 711,164 739,109 738,886 739,802

626,954 714,683 682,260 711,164 739,109 738,886 739,802

0 0 0 0 0 0 0

49,260 49,900 49,320 47,620 45,990 46,160 45,190

49,260 49,900 49,320 47,620 45,990 46,160 45,190

0 0 0 0 0 0 0

676,214 764,583 731,580 758,784 785,099 785,046 784,992

令和17年度

令和17年度令和15年度 令和16年度令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

令和14年度 令和15年度 令和16年度令和11年度 令和12年度 令和13年度
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4-2 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

ここで示す金額は、指定のない限り、収益的支出は税抜き金額、資本的支出は税込み金額です。 

  収支計画のうち投資についての説明 

 建設改良費 

建設改良費は、令和８年度（2026 年度）から令和 17 年度（2035 年度）にかけて７億 73 百万円

から 13 億 19 百万円の事業量を予定しています。汚水に関しては未普及対策事業費、老朽化対策事

業費、雨水に関しては浸水対策事業費及び雨水管整備事業費を計上しています。令和８年度（2026

年度）から令和 17 年度（2035 年度）にかけて、汚水は４億 39 百万円から６億 34 百万円、雨水は

２億 76 百万円から６億 31 百万円の事業量をそれぞれ予定しています。建設改良費については、工

事請負費、等の建設に係る職員の給与費等、委託費等を含んだ金額です。 

 

 

図 4-10 建設改良費の将来推移 
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 企業債償還金・企業債残高 

供用開始から令和７年度（２０２５年度）で 67 年が経過し、過年度に借入れを行った企業債の償還

が完了しつつあります。令和８年度（2026 年度）における元金償還額は９億 80 百万円で、令和 17

年度（２０３５年度）では４億 51 百万円まで減少しますが、支払利息は令和８年度（２０２６年度）では１

億 78 百万円ですが、令和 17 年度（２０３５年度）では２億 91 百万円と増加傾向になります。これは

令和 7 年（2025 年）からの長期金利の上昇から、将来借入れる企業債の借入利率を高めに設定して

いるためです。 

 

 
図 4-11 企業債償還元金・利息の将来推移 

 

企業債残高は、令和 12 年度（2030 年度）までは管路の改築・更新事業が増加するため増加傾向に

ありますが、令和 13 年度（2031 年度）以降は貯まった自己資金を建設改良費に充当し、企業債の起

債率を抑えることによって微減傾向になり、令和８年度（2026 年度）では 112 億 89 百万円でした

が、令和 17 年度（２０３５年度）では 125 億 85 百万円と 12 億 96 百万円増加します。 

 

図 4-12 企業債残高の推移 
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 流域下水道建設費負担金等 

流域下水道建設費負担金は、令和８年度（2026 年度）は予算額、令和９年度（2027 年度）以降は

東京都の「流域下水道建設事業執行計画」に基づき推計し、240 百万円から 414 百万円で推移しま

す。また、流域下水道改良費負担金は「市町村別負担額試算表」に基づき推計し、56 百万円から 66

百万円の支出が別途発生します。流域下水道建設費負担金等は、東京都（流域下水道）の施設を利用

する権利を取得するための支出であり、無形固定資産として日野市の資産に計上されます。 

 

 

 
図 4-13 流域下水道建設費負担金の将来推移 
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  収支計画のうち投資の財源についての説明 

 資本的収入 

建設改良費の財源は、企業債、一般会計繰入金、国庫補助金、及び都補助金であり、建設事業の内

容に応じて、現行の制度のもと算定して計上しています。資本的収入における新規の企業債の借入は

５億 24 百万円から 11 億 18 百万円です。流域下水道建設負担金、及びストックマネジメント実施方

針に基づく管渠の改築が今後増加してきますが、令和 13 年度（2031 年度）以降は手持ち資金を建

設改良費に充当し、企業債の発行を抑えていく予定のため、企業債残高は減少傾向となります。 

 

 

 
図 4-14 資本的収入の将来推移 
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  収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 職員給与費 

現状の職員数を維持する前提で費用を計上しています。建設系、維持管理系の職員給与費は、令和

８年度（2026 年度）の予定額に令和７年度（2025 年度）東京都人事委員会勧告のベースアップ率で

ある３％を複利計算で推移させて計上しています。74 百万円から 99 百万円で推移します。 

 

 維持管理費 

「日野市下水道ストックマネジメント実施方針」に基づく修繕費、点検調査等の委託費、下水道使用

料収納業務委託料等を計上しています。５億 83 百万円から７億 56 百万円で推移し、増加傾向とな

ります。 

 

 
図 4-15 維持管理費の将来推移 

 

 流域下水道維持管理費負担金 

東京都（流域下水道）の維持管理費負担金の計画に基づき推計しています。流域下水道維持管理費

負担金は、９億 80 百万円から 11 億 56 百万円と費用の中で大きなウェートを占めており、かつ、日

野市の施設管理、経営努力等で低減できない費用です。流域下水道維持管理負担金の汚水水量１㎡あ

たりの単価は５年ごとに見直しされ、令和 8 年度（2026 年度）に 40.16％の引き上げが予定されて

おり、令和 13 年度（2031 年度）にも再び引き上げられる見通しであることより、令和 17 年度

（2035 年度）では 11 億 53 百万円と令和６年度（2024 年度）の 7 億 14 百万円に比べて４億 39

百万円増加する見込みです。 
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図 4-16 流域下水道維持管理費負担金の将来推移（税抜き） 

 

 

 減価償却費・長期前受金戻入 

減価償却費は、過年度取得資産の推計値と将来投資で取得した資産における推計値の合算額です。

将来投資での取得資産の計算条件は以下のとおりです。日野市の固定資産の大部分は管路施設（耐用

年数 50 年）であるため、経営戦略期間中では償却完了資産に対する減価償却費減少額と比較して、

新規取得による減価償却費増加額が大きく、減価償却費は増加傾向となります。 

 

 

表 4-4 減価償却費計算条件 

項 目 設定内容 

償却方法 定額法 

残存価額 有形固定資産：取得価額の 10%、無形固定資産：取得価額の０％ 

償却限度額 有形固定資産：取得価額の 5%、無形固定資産：取得価額の０％ 

耐用年数   管渠
きょ

50 年、施設利用権 45 年 
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表 4-5 減価償却計算に用いた総合償却の耐用年数 

 

出典：下水道事業における公営企業会計導入の手引き 2015 年版 公益社団法人日本下水道協会 

 

 

図 4-17 減価償却費の将来推移 
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長期前受金戻入は、将来の補助工事が令和９年度（2027 年度）から令和 11 年度（2029 年度）ま

で発生せず、財源となる国庫補助金、都補助金が見込まれないことから減少傾向となります。 

 

 

図 4-18 長期前受金の将来推移 
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 今後の考え方・検討状況 

投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組みや、今後検討予定の取組みの概要を示します。 

5-1 今後の投資についての考え方・検討状況 

 広域化・共同化・最適化に関する事項 

東京都（流域下水道）の「管渠
き ょ

維持管理検討分科会」の動向に合わせて、必要に応じて広域連携の取

組を推進していきます。 

 

 

 投資の平準化に関する事項 

将来の改築・更新事業に関して、ストックマネジメント計画等に基づき、適宜施設・設備の延命化に努

め、投資を平準化する取組を推進していきます。 

 

 

 民間活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど） 

東京都（流域下水道）の「管渠維持管理検討分科会」の動向に合わせて、必要に応じて維持管理業務

の民間活力の活用の取組を推進していきます。 

また、PPP／PFI の導入については、「ウォーターPPP」の導入が、令和９年度以降の管路施設の改

築に際しての国庫補助の交付要件となっています。ウォーターPPP の導入には、最低でも２年から３

年の準備期間が必要であり、令和 12 年度の導入に向けて令和９年度より準備を行う予定です。 

 

 

 その他の取組 

特に予定はありません。 
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5-2 今後の財源についての考え方・検討状況 

 使用料の見直しに関する事項 

定期的に下水道使用料の検討を行うことで、適正な下水道使用料水準を維持します。これにより、

一般会計からの繰入を繰出基準内とします。 

 

 資産活用による収入増加の取組について 

特に予定はありません。 

 

 その他の取組 

特に予定はありません。 

 

 

5-3 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

 民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIな

ど） 

東京都（流域下水道）の「管渠
き ょ

維持管理検討分科会」の動向に合わせて、必要に応じて維持管理業務

の民間活力の活用の取組みを推進していきます。 

 

 職員給与費に関する事項 

業務量に応じた人員の適正化を検討します。 

 

 修繕費に関する事項 

ストックマネジメント計画等に基づき、適切な修繕を実施していきます。 

 

 委託費に関する事項 

業務量と人員のバランスから適正な委託を実施していきます。 

 

 その他の取組 

特に予定はありません。 
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5-4 経費回収向上に向けたロードマップ 

国土交通省による、「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組みの推進についての留意事

項」（令和２年（2020 年）７月 22 日付け国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課事務

連絡）に基づき、経費回収率の向上へのロードマップを以下に示します。 

経費回収率の向上に向けて、令和７年度（2025 年度）に下水道使用料を検討し、令和９年度

（2027 年度）に下水道使用料の改定を行ってまいります。また、下水道使用料改定の結果を経営改

善戦略にフィードバックし、中間年度（令和 11 年度（2029 年度）・令和 12 年度（2030 年度））にお

いて、結果を踏まえて経営改善戦略の見直しを行います。 

 

経費回収率を含めた経営目標値を以下に示します。 

 

表 5-1 ロードマップ 

 

年度
項目

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

項　目 決算値 中間目標値 最終目標値

経 常 収 支 比 率 108.1%
100％以上 維持

経 費 回 収 率 112.7%
100％以上 維持

流 動 比 率 101.3%
100％以上 維持

一般会計補助金 789百万円
減額

経 営 戦 略 期 間

経 営 戦 略 見 直 し

使 用 料 の 検 討

使 用 料 の 改 定

経
営
目
標
値

R18R17R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
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 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

6-1 推進体制と進捗管理 

経営戦略は、令和８年（2026 年）度から令和 17 年（2035 年）度までの 10 年間とし、ロードマッ

プに基づき令和 11 年度（2029 年度）・令和 12 年度（2030 年度）に中間評価、見直しを行い、下水

道使用料改定を含めた進捗の管理を行います。 

経営戦略の実施にあたっては、各施策を PDCA サイクルに基づき、実施目標の達成状況を管理す

ることで、施策を評価し継続的な改善に取組み、効率的かつ効果的に推進します。 

 

 

図 6-1 PDCA サイクルに基づく管理 

 

 

6-2 施策の取組による効果の検証 

経営戦略で定めた施策の取組みによる効果は、定めた数値目標値との整合確認を通じて確認しま

す。確認の結果、目標値と実績値にかい離があった場合は、原因を特定し、必要な対策を検討あるい

は必要に応じて目標値を見直す等の対応を図ります。 

  

Do

実行

Plan

計画

Act

改善

Check

評価

経営戦略の策定

施策の決定と
具体的な取り組みの実施

実施目標の進捗管理・分析

施策と実施目標の
見直し
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 用語の説明 

あ行 
アセットマネジメント【あせっとまねじめんと】 

社会ニーズに対応した下水道事業の役割を踏まえ、下水道施設（資産）に対し、施設管理に必要な費

用、人員を投入（経営管理、執行体制の確保）し、良好な下水道事業サービスを持続的に提供するため

の事業運営のこと。 

維持管理【いじかんり】 

水処理センター施設の運転、下水道施設の保守、点検、調査、清掃等下水道の機能を保持するための事

実行為で工事を伴わないもの（改築事業の効率化を目的として、計画的に実施する点検、調査、診断を

含む）。 

維持管理費【いじかんりひ】 

維持管理に要する費用で人件費を含む。 

一般会計繰入金【いっぱんかいけいくりいれきん】 

一般会計からの繰入金のこと。繰出基準に基づき一般会計が負担することとされている経費を基準

内繰入金と呼び、その基準を超過した分については基準外繰入金として区別している。繰出基準は、

「公営企業に係る繰出基準（総務副大臣通知）」において具体的に定められている。 

汚水処理原価【おすいしょりげんか】 

有収水量 1 ㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚

水処理に係るコストを表した指標のこと。 

汚水処理人口普及率【おすいしょりじんこうふきゅうりつ】 

下水道を利用できる人口に、農業集落排水、住宅団地排水処理、合併処理浄化槽を利用している人口

を加えた値を、総人口で除して算定した、汚水処理施設の普及状況の指標のこと。 

 

か行 
改築・更新【かいちく・こうしん】 

改築とは、更新または長寿命化対策により、所定の耐用年数を新たに確保するもの。更新とは、改築の

うち、既存の対象施設を新たに取り替えること。 
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管きょ【かんきょ】 

下水を流下させる管のこと。大抵は地下にあり適切な勾配を持ち、水再生センターまで下水を送る。 

 

管路施設【かんろしせつ】 

管きょ、マンホール、ます、取付管、吐口等を含む施設の総称のこと。 

企業債【きぎょうさい】 

地方公営企業が、施設の新規整備、改築等の建設改良費に要する資金を国等から長期で借り入れるた

めに起こす地方債のこと。 

基準外繰入金【きじゅんがいくりいれきん】 

基準内繰入金を超えて一般会計から受けた繰入金のこと。 

基準内繰入金【きじゅんないくりいれきん】 

繰出基準に基づいて一般会計から受けた繰入金のこと。繰出基準は、「公営企業に係る繰出基準（総務

副大臣通知）」において具体的に定められている。 

共同化【きょうどうか】 

下水道事業における共同化とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設、広域化・共同化を推

進するための計画に基づき実施する施設の整備、事務の一部を共同して管理・執行する場合を指す。 

計画汚水量【けいかくおすいりょう】 

下水道計画区域内における将来の汚水量を算定したもの。下水道施設計画・設計の基本数値となる。 

経常収支比率【けいじょうしゅうしひりつ】 

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えて

いるかを表す指標のこと。 

経費回収率【けいひかいしゅうりつ】 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標のこと。 

下水道使用料【げすいどうしようりょう】 

下水道の維持管理費等を賄うため、下水道管理者が条例に基づき利用者から徴収する使用料のこと。

水量に応じて徴収される。 
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下水道処理人口普及率【げすいどうしょりじんこうふきゅうりつ】 

通常は処理人口普及率といい、対象とする区域内の総人口に対して下水道を利用できる人口の比率

を指す。 

減価償却費【げんかしょうきゃくひ】 

1 年以上の長期間にわたって使用する資産（管路施設、ポンプ設備等）を工事等で取得した場合、取得

に要した工事費等をその年度の費用として計上するのではなく、取得した資産の内容に応じた耐用年

数に基づき後年度に分配し、将来にわたり費用として計上することを減価償却といい、この分配され

る現金支出を伴わない費用を減価償却費という。 

広域化【こういきか】 

下水道事業における広域化とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域

下水道への接続を指す。 

公営企業会計【こうえいきぎょうかいけい】 

地方公営企業法の財務規定を適用した地方公共団体の経営する企業に導入される会計方式のこと。

従来の官庁会計は現金主義・単式簿記であることに対して、公営企業会計は民間の企業会計と同様に

発生主義・複式簿記を採用している。 

 

さ行 
最適化【さいてきか】 

下水道事業における最適化とは、他の事業との統廃合、公共下水道・集落排水・浄化槽等の各種処理

施設の中から地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること、施設の統廃合を指す。 

資産維持費【しさんいじひ】 

将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが

見込まれる場合、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継

続していくために必要な費用（増大分に係るもの）として、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築

（更新）計画に基づいて算定する費用のこと。 

資本的収支【しほんてきしゅうし】 

公営企業会計の予算区分で、収益的収支と資本的収支の 2 つに区分される。資本的収支とは、公営企

業の将来の経営活動に備えて行う建設改良費や、建設改良に係る企業債償還金等の投資的な支出及

びその財源となる収入のこと。 
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資本費【しほんひ】 

減価償却費と企業債の支払利息を合計した費用のこと。 

社会資本整備総合交付金【しゃかいしほんせいびそうごうこうふきん】 

地方公共団体等が作成した社会資本の整備その他の取組に関する計画（社会資本整備総合計画）に基

づく事業又は事務の実施に要する経費に充てるため、国が交付する交付金のこと。 

収益的収支【しゅうえきてきしゅうし】 

公営企業会計の予算区分で、収益的収支と資本的収支の 2 つに区分される。収益的収支とは、企業の

一事業年度における事業活動により発生する収益とそれに対応する費用のこと。 

修繕【しゅうぜん】 

老朽化施設または故障もしくは損傷した施設を対象として、当該施設の所用の耐用年数内において機

能を維持させるために行われるもののこと。 

使用料単価【しようりょうたんか】 

有収水量 1 ㎥当たりの下水道使用料収入を表す指標のこと。 

処理区域内人口【しょりくいきないじんこう】 

下水処理が開始されている処理区域に居住する人口のこと。 

人口普及率【じんこうふきゅうりつ】 

行政人口に対する処理区域内人口の割合のこと。 

水洗化人口【すいせんかじんこう】 

実際に公共下水道に接続し汚水を処理している人口のこと。 

水洗化率【すいせんかりつ】 

処理区域内人口に対する水洗化人口の割合のこと。 

ストックマネジメント【すとっくまねじめんと】 

下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨大な施設

の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率

的に管理すること。 
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た行 
耐用年数【たいようねんすう】 

建物、構築物、機械及び装置等が通常の使用に耐えうる期間のことで、施設や設備の種類により異な

る。 

他会計負担金【たかいけいふたんきん】 

他会計からの負担金のこと。日野市では雨水事業に係る経費の財源のほか、分流式下水道に要する経

費として一般会計からの負担金を受けている。 

他会計補助金【たかいけいほじょきん】 

他会計からの補助金のこと。日野市では汚水事業に係る経費の財源として一般会計からの補助金を

受けている。 

長期前受金戻入【ちょうきまえうけきんれいにゅう】 

建設改良費の財源とした国庫補助金、受益者負担金、工事負担金等を減価償却費に応じ収益化したも

の。 

長寿命化【ちょうじゅみょうか】 

改築のうち、対象となる施設の既存の一部を生かしながら、部分的に新しくし、施設の使用期間を延ば

すこと。 

独立採算の原則【どくりつさいさんのげんそく】 

その事業に伴う収入によってその経費を賄い、自立性を持って事業を継続していく原則のこと。 

 

は行 
PDCAサイクル【ぴーでぃーしーえーさいくる】 

維持管理計画（点検・調査計画（Plan）、修繕・改築計画（Plan））に基づき、維持管理の実施（点検・調

査の実施（Do）、修繕改築の実施（Do））、実施効果の評価（Check）、必要に応じた見直し（Action）

を、継続的に廻していくこと。 

PFI【ぴーえふあい】 

Private Finance Initiative の略称。PPP の一形態で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法のこと。 
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PPP【ぴーぴーぴー】 

Public Private Partnership の略称。公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を行政と民間

が連携して行うことにより、民間の創意工夫当を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を

図る手法のこと。 

標準耐用年数【ひょうじゅんたいようねんすう】 

下水道施設が使用に耐える標準的な年数をいう。長期間の使用に耐える経済価値や機能を有する施

設が年数の経過とともに価値の減価が累積し、最終的に価値が無くなるまでの標準的な年数のこと。 

不明水【ふめいすい】 

本来、汚水のみ処理をする処理場に流入する雨天時浸入水や地下水浸入水で、管の継手や破損部分

等から流入したもの。 

分流式下水道【ぶんりゅうしきげすいどう】 

汚水と雨水を別々の管路で排除する方式。分流式は、汚水のみ処理場に導く方式であるため、合流式

と比較して、雨天時に汚水を公共用水域に放流することがないという長所がある。 

包括的民間委託【ほうかつてきみんかんいたく】 

PPP の一形態で、従来、個別に委託していた業務を複数まとめて対象にするとともに、年度について

も複数年度まとめて発注する委託手法のこと。 

補填財源【ほてんざいげん】 

資本的収支は、通常、支出（建設改良費や企業債の元金償還金など）に対して、収入（国庫補助金、企業

債、他会計補助金など）が不足することとなるため、この資本的収支不足の補填に用いる財源のこと。

補填財源には、減価償却費などの現金支出を要しないものを費用に計上することによって内部に留保

される資金（損益勘定留保資金）などがある。 

 

 

や行 
有収水量【ゆうしゅうすいりょう】 

水再生センターで処理した汚水のうち、不明水を除いた下水道使用料収入の対象になった水量のこ

と。 

有収率【ゆうしゅうりつ】 

水再生センターで処理した汚水量に対する有収水量の割合のこと。 
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ら行 
ライフサイクルコスト【らいふさいくるこすと】 

ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理更新費用等を含めた生涯費用の総計のこと。 

流域下水道維持管理負担金【りゅういきげすいどういじかんりふたんきん】 

都道府県が維持管理を行う流域下水道施設の維持管理費の一部は関連市町村が負担することとなっ

ており、これを流域下水道維持管理負担金という。 

流域下水道建設負担金【りゅういきげすいどうけんせつふたんきん】 

都道府県が整備を行う流域下水道施設の整備費の一部は関連市町村が負担することとなっており、こ

れを流域下水道建設負担金という。 

流域下水道【りゅういきげすいどう】 

流域下水道は、二つ以上の市町村の区域にわたる広域的な下水道で、流域内の各市町村から発生す

る下水を効率的に集めて処理する下水道のこと。都道府県が根幹的な施設の整備・維持管理を行い、

市町村は流域下水道へ接続するための管路施設の整備を流域関連公共下水道として行う。 

流動比率【りゅうどうひりつ】 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標のこと。１年以内に支払うべき債務に対して支払うことが

できる現金等がある状況を示す 100％以上の数値が必要である。一般的に 100％を下回るというこ

とは、１年以内に現金化できる資産で、１年以内に支払わなければならない負債を賄えておらず、支払

能力を高めるための経営改善を図っていく必要がある。 
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